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『
抱
朴
子
』
の
隱
逸
觀
―
「
出
處
同
歸
」
を
め
ぐ
っ
て
―

臧

魯
寧

は
じ
め
に

『
抱
朴
子
』

外
篇
は
嘉
遯
篇
か
ら
始
ま
り
、
逸
民
篇
が
そ
れ
に
次
ぐ
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
隱
逸
論
が
そ
の
重
要
な
部

（１）

分
で
あ
る
。
確
か
に
、
葛
洪
は
晩
年
、
廣
州
の
羅
浮
山
で
隠
者
と
し
て
生
涯
を
閉
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
『
抱
朴
子
』
外
篇
で
隱

逸
志
向
を
表
明
し
た
後
も
、
し
ば
ら
く
官
僚
と
し
て
東
晉
王
朝
に
仕
え
て
い
た

。
こ
の
言
説
と
行
動
と
の
不
一
致
か
ら
、『
抱
朴
子
』
に

（２）

見
え
る
隱
逸
觀
と
、
葛
洪
の
實
際
の
出
處
進
退
と
の
關
係
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

葛
洪
の
出
處
進
退
は
、
彼
の
儒
道
の
立
場
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、『
抱
朴
子
』
の
隱
逸
觀
に
つ
い
て
の
硏
究
に
お
い
て
も
屢
々
言

及
さ
れ
て
き
た

。
そ
の
ほ
か
、
王
明
は
「
彼
（
葛
洪
）
の
思
想
は
、
お
お
よ
そ
世
閒
か
ら
出
世
閒
へ
、
儒
家
か
ら
神
仙
道
へ
と
變
化
し

（３）

た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
儒
家
と
道
家
を
ず
っ
と
忘
却
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、「
捨
儒
從
道
」
と
結
論
づ
け
て
い
る

。
ま
た
、

（４）

楠
山
春
樹
は
「
…
…
葛
洪
の
名
は
仙
道
と
と
も
に
有
名
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
自
身
仙
道
の
實
踐
家
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
葛

洪
の
生
涯
は
、
西
晉
末
か
ら
東
晉
に
か
け
て
の
混
亂
の
時
期
を
、
權
力
者
と
適
宜
な
關
係
を
保
ち
つ
つ
過
ご
し
た
一
士
大
夫
と
し
て
の
そ
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れ
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る

。
（５）

そ
し
て
、
『
抱
朴
子
』
に
お
い
て
も
、
葛
洪
の
言
説
と
實
際
の
行
動
と
の
不
一
致
に
つ
い
て
の
議
論
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
外
篇

應
嘲
篇
に
お
い
て
は
、
出
仕
に
興
味
が
な
い
な
ら
、
ど
う
し
て
「
君
道
」「
臣
節
」「
審
擧
」「
窮
達
」
の
諸
篇
を
書
い
た
の
か
と
い
う
「
客
」

の
嘲
り
に
對
し
て
、
葛
洪
は
老
子
と
鬼
谷
子
を
例
に
擧
げ
、
著
書
と
立
言
は
出
處
と
關
係
な
い
と
述
べ
、
隱
逸
者
も
議
政
す
る
權
利
を
持

っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
主
張
の
前
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
出
處
同
歸
論
」、
つ
ま
り
隱
逸
と

仕
官
は
手
段
と
し
て
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
狀
態
で
も
「
志
」
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

。
應
嘲

（６）

篇
の
こ
の
記
述
に
つ
い
て
、
吉
川
忠
夫
は
「
出
處
隱
顯
は
歸
一
す
る
と
こ
ろ
を
ひ
と
し
く
す
る
の
で
あ
っ
て
、
逸
民
と
し
て
生
き
ん
と
す

る
自
分
が
、
政
治
に
關
す
る
發
言
を
お
こ
な
っ
て
い
け
な
い
道
理
は
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
お
こ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
考
え
て
、

…
…
彼
の
逸
民
の
立
場
と
は
、
…
…
こ
の
よ
う
な
義
務
感
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
た
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る

。
（７）

魏
晉
時
代
に
は
、
古
來
の
隱
逸
者
の
よ
う
に
仕
官
を
強
く
拒
否
す
る
者
も
い
れ
ば
、
葛
洪
の
よ
う
な
官
を
や
め
て
隱
居
す
る
者
も
い
る
。

さ
ら
に
、
官
僚
と
し
て
權
力
者
に
仕
え
な
が
ら
精
神
の
隱
逸
を
求
め
る
「
朝
隱
」
や
、
仕
官
を
拒
否
す
る
隱
逸
に
對
し
て
寛
容
的
な
權
力

者
も
い
る
。
彼
ら
は
ぞ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
出
處
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
と
も
す
れ
ば
「
出
處
同
歸
論
」
を
説
く
こ
と
に
氣
づ
く
。「
出

處
同
歸
」
は
葛
洪
の
隱
逸
觀
の
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
先
學
の
指
摘
に
は
同
意
で
き
る
が
、「
出
處
同
歸
論
」
が
盛
ん

に
論
じ
ら
れ
て
い
た
魏
晉
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
が
葛
洪
の
獨
自
の
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
葛
洪
の
隱
逸
觀
に
お
け
る

「
出
處
同
歸
論
」
は
ど
の
よ
う
な
特
徵
を
持
つ
の
か
、『
抱
朴
子
』
に
見
え
る
隱
逸
觀
と
葛
洪
の
實
際
の
出
處
進
退
と
の
關
係
と
は
い
か

な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

本
稿
は
ま
ず
『
抱
朴
子
』
外
篇
自
敍
、
そ
し
て
嘉
遯
篇
と
逸
民
篇
を
取
り
上
げ
、
葛
洪
の
隱
逸
觀
と
「
出
處
同
歸
論
」
を
考
察
し
、
そ



- 3 -

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
同
時
代
の
「
出
處
同
歸
」
論
者
の
立
場
と
比
較
し
、
葛
洪
の
「
出
處
同
歸
論
」
の
特
徵
及
び
そ
れ
を
主

張
す
る
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
魏
晉
時
代
の
出
處
觀
な
い
し
隱
逸
觀
を
反
映
す
る
「
朝
隱
」
に
對
し
て
、
葛
洪
が
ど
の
よ
う

に
考
え
る
の
か
を
確
認
し
、「
出
處
同
歸
論
」
と
彼
の
實
際
の
行
動
を
意
識
し
つ
つ
、
彼
の
實
際
の
行
動
の
背
景
と
な
っ
た
思
想
を
檢
討

す
る
。

一
、
外
篇
自
敍
に
お
け
る
家
系
の
記
述

葛
洪
の
生
涯
と
思
想
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
外
篇
自
敍
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
特
に
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
家
系
や
人
閒
關

係
の
把
握
は
、
葛
洪
の
隱
逸
觀
と
出
處
進
退
を
理
解
す
る
上
で
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
葛
洪
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

の
關
連
硏
究
で
も
言
及
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
社
會
的
地
位
と
儒
家
的
な
性
格
と
い
う
側
面
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た

。
で
は
、

（８）

同
じ
自
敍
に
語
ら
れ
て
い
る
葛
洪
の
隱
逸
志
向
は
、
そ
の
家
系
か
ら
す
れ
ば
異
質
な
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
葛
洪
の
「
出
處
同
歸

論
」
と
重
要
な
關
係
を
持
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
自
敍
や
家
傳
と
い
っ
た
文
體
に
お
い
て
家
系
と
祖
先
を
襃
め
稱
え
、
自
身
の
由
緖
正
し
さ
を
語
る
の
は
一
般
的
な
こ
と
で

あ
る
。
葛
洪
の
自
敍
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
自
敍
だ
け
で
は
な
く
、『
抱
朴
子
』
内
外
篇
で
は
、
隨
處
に
そ
の
家
系
と
身
分
に
對
す

る
誇
り
を
表
出
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。「
予
は
大
臣
の
子
孫
た
る
を
忝
じ
け
な
く
し
（
予
忝
大
臣
之
子
孫
）
」
（
内
篇
金
丹
篇
）
と
い
う

表
現
に
つ
い
て
、
吉
川
氏
は
、「
自
己
の
世
系
に
對
す
る
か
な
り
の
自
負
」
が
あ
る
と
解
し
て
い
る

。
ま
た
、
大
淵
忍
爾
も
「
（
葛
洪
）

（９）
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自
身
も
貴
族
意
識
を
濃
厚
に
有
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る

。
確
か
に
、
自
敍
に
お
い
て
は
、
先
祖
、
祖
父
と
父
の
地
位
や
官
位
が

（10）

具
體
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
冒
頭
に
語
ら
れ
て
い
る
先
祖
の
話
に
は
、
別
の
心
情
が
托
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

葛
洪
の
先
祖
葛
浦
廬

は
光
武
帝
を
輔
佐
し
、
爵
封
を
授
か
っ
た
。
そ
の
後
、
と
も
に
戰
っ
て
負
傷
し
た
弟
の
葛
文
の
功
績
が
認
め
ら

（11）

れ
な
か
っ
た
た
め
、
葛
浦
廬
は
爵
封
を
弟
に
讓
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
願
い
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
出
來
事
は
、
次
の
よ
う
に
記
錄
さ
れ
て

い
る
。漢

朝
欲
成
君
高
義
、
故
特
聽
焉
。
文
辭
不
獲
已
、
受
爵
卽
第
。
爲
驃
騎
營
立
宅
舍
於
博
望
里
、
於
今
基
兆
石
礎
存
焉
。
又
分
割
租
秩
、

以
供
奉
吏
士
、
給
如
二
君
焉
。
驃
騎
殷
勤
止
之
而
不
從
。
驃
騎
曰
、
此
更
煩
役
國
人
、
何
以
爲
讓
。
乃
托
他
行
、
遂
南
渡
江
、
而
家

於
句
容
。
子
弟
躬
耕
、
以
典
籍
自
娯
。
文
累
使
奉
迎
驃
騎
、
驃
騎
終
不
還
。

漢
朝

君
の
高
義
を
成
さ
ん
と
欲
し
、
故
に
特
に
焉
れ
を
聽
す
。
文

辭
す
る
も
已
む
を
獲
ず
、
爵
を
受
け
第
に
卽
く
。
驃
騎
の
爲

に
宅
舍
を
博
望
里
に
營
立
し
、
今
に
於
い
て
基
兆
石
礎
は
存
す
。
又
た
租
秩
を
分
割
し
、
以
て
吏
士
に
供
奉
し
、
給
す
る
こ
と
二
君

の
如
き
な
り
。
驃
騎

殷
勤
に
之
れ
を
止
む
る
も
從
わ
ず
。
驃
騎
曰
く
、
此
れ
更
に
國
人
を
煩
役
す
る
に
、
何
を
以
て
か
讓
を
爲
さ

ん
、
と
。

乃
ち
他
行
に
托
し
、
遂
に
南
の
か
た
江
を
渡
り
て
、
句
容
に
家
す
。
子
弟
躬
ら
耕
し
、
典
籍
を
以
て
自
ら
娯
し
む
。
文

累
ね
て
驃
騎
を
奉
迎
せ
し
む
る
も
、
驃
騎

終
に
還
ら
ず
。

内
藤
湖
南
が
『
支
那
上
古
史
』
で
「
東
漢
の
人
は
名
譽
を
得
る
た
め
、
人
の
難
し
と
す
る
所
を
爲
し
、
そ
れ
が
風
俗
と
な
つ
て
居
る
。
…

…
又
論
語
の
伯
夷
叔
齊
な
ど
の
こ
と
よ
り
來
た
の
で
あ
ら
う
が
、
自
分
の
受
く
べ
き
爵
を
兄
弟
に
讓
る
風
が
あ
る
。
讓
る
人
が
な
く
な
つ

て
遂
に
自
分
で
受
け
た
者
な
ど
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り

、
吉
川
氏
は
こ
の
指
摘
に
言
及
し
た
上
で
、
漢
代
に
お
い
て
伯
夷
・
叔
齊

（12）
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が
孤
竹
國
の
地
位
を
兄
弟
に
讓
っ
た
こ
と
が
淸
廉
と
評
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る

。
後
漢
で
は
、
自
分
の
功
績
を
讓
っ
た
り
、
辟
召

（13）

を
拒
ん
だ
り
す
る
行
爲
は
、
隱
逸
尊
重
の
風
潮
が
強
ま
る
と
と
も
に
、
「
高
義
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
會
的
背
景

の
も
と
に
、
葛
浦
廬
の
申
し
出
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
弟
の
葛
文
と
の
讓
り
合
い
を
止
め
る
た
め
、
葛
浦
廬
は
結
局
、

揚
子
江
を
渡
っ
て
句
容
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
句
容
は
ほ
か
で
も
な
く
、
葛
洪
の
出
身
地
で
あ
る
。
爵
位
を
讓
り
、
さ
ら

に
爵
封
を
放
棄
す
る
こ
と
は
然
る
事
な
が
ら
、
當
時
で
は
ま
だ
未
開
の
地
で
あ
っ
た
江
南
地
域
に
移
住
し
、「
開
拓
者
的
な
生
活
」
に
甘

ん
じ
る
こ
と

、
さ
ら
に
「
子
弟
躬
ら
耕
し
、
典
籍
を
以
て
自
ら
娯
し
む
」
と
い
う
表
現
も
隱
逸
的
精
精
神
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ

（14）

る
。『
韓
詩
外
傳
』
卷
二
に
「
楚
の
狂
接
輿
、
躬
ら
耕
し
以
て
食
う
（
楚
狂
接
輿
、
躬
耕
以
食
）」
と
あ
る
。
接
輿
と
は
『
論
語
』
微
子
篇

に
も
登
場
す
る
隱
者
で
あ
り
、「
接
輿
の
鳳
歌
」
で
知
ら
れ
る

。
皇
甫
謐
『
高
士
傳
』
や
嵇
康
『
聖
賢
高
士
傳
』
も
接
輿
の
傳
記
を
收
錄

（15）

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
多
少
異
な
る
も
の
の
、「
躬
ら
耕
す
」
と
い
う
『
韓
詩
外
傳
』
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る

。
そ
し
て
、

（16）

『
三
國
志
』
魏
書
管
寧
傳
に
記
錄
さ
れ
た
胡
昭
の
事
跡
に
、「
昭
は
乃
ち
轉
じ
て
陸
渾
山
中
に
居
り
、
躬
ら
耕
し
て
道
を
樂
し
み
、
經
籍

を
以
て
自
ら
娯
し
む
（
昭
乃
轉
居
陸
渾
山
中
、
躬
耕
樂
道
、
以
經
籍
自
娯
）」
と
い
う
自
敍
の
表
現
に
近
似
す
る
描
寫
が
見
ら
れ
、『
抱
朴

子
』
内
外
篇
で
は
、
隱
逸
に
言
及
す
る
際
に
も
屢
々
「
躬
ら
耕
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

。
つ
ま
り
、「
躬
ら
耕
す
」
こ
と
は
單
な
る
隱

（17）

逸
の
生
計
を
支
え
る
手
段
だ
け
で
は
な
く
、
荷
蓧
丈
人
が
「
四
體
勤
め
ず
、
五
穀
分
た
ず
、
孰
を
か
夫
子
と
爲
さ
ん
（
四
體
不
勤
、
五
穀

不
分
、
孰
爲
夫
子
）」（
『
論
語
』
微
子
篇
）
と
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
、
隱
逸
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

「
躬
ら
耕
す
」
と
い
う
語
は
隱
逸
者
を
描
寫
す
る
際
に
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
葛
洪
は
そ
の
時
代
の
價
値
觀
を
意
識
し
た
上
で
、
表
現
を
凝
ら
し
て
先
祖
の
事
柄
を
書
き
、
そ
の
高
貴
さ
を
稱
え
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
葛
浦
廬
が
驃
騎
大
將
軍
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
事
實
は
不
確
か
な
よ
う
で
あ
る

。
も
し
こ
の
部
分
の
記
述
が
創
作
で

（18）
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あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
の
目
的
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
抱
朴
子
』
自
敍
に
お
け
る
家
系
の
描
寫
は
、
信
賴
す
べ

き
事
實
だ
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
印
象
操
作
の
た
め
に
意
圖
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
話
だ
と
し
て
も
、
葛
洪
が
先
祖
か
ら
父
の
代
に
か
け

て
築
き
上
げ
て
き
た
政
治
的
身
分
を
誇
り
に
思
い
な
が
ら
、
政
治
か
ら
離
れ
た
先
祖
葛
浦
廬
の
晴
耕
雨
讀
の
生
活
を
描
寫
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
隱
逸
の
精
神
も
重
ん
じ
る
立
場
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
篇
自
敍
に
お
け
る
家
系
の
描
寫
は
、

葛
洪
の
「
出
處
同
歸
」
的
な
考
え
方
の
伏
線
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
葛
洪
の
「
出
處
同
歸
論
」

次
に
、
嘉
遯
篇
と
逸
民
篇
の
内
容
を
考
察
し
た
上
で
、
葛
洪
と
同
時
代
の
思
想
家
の
「
出
處
同
歸
論
」
と
の
比
較
を
通
し
て
、
彼
の
「
出

處
同
歸
論
」
の
特
徵
を
分
析
し
た
い
。
ま
ず
、
嘉
遯
篇
で
は
、
葛
洪
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
隱
逸
者
で
あ
る
懷
冰
先
生
は
「
仕
え
ざ
れ
ば

義
無
し
（
不
仕
無
義
）」
と
い
う
非
難
に
對
し
て
、
次
の
よ
う
に
應
對
し
て
い
る
。

出
處
之
事
、
人
各
有
懷
。
故
堯
舜
在
上
、
而
箕
潁
有
巢
棲
之
客
。
夏
后
御
世
、
而
窮
藪
有
握
耒
之
賢
。
…
…
蓋
各
附
於
所
安
也
。
是

以
高
尙
其
志
、
不
仕
王
侯
、
存
夫
爻
象
。
匹
夫
所
執
、
延
州
守
節
、
聖
人
許
焉
。

出
處
の
事
、
人
各
お
の
懷
い
有
り
。
故
に
堯
舜

上
に
在
り
て
、
箕
・
潁
に
巢
棲
の
客
有
り
。
夏
后

世
を
御
め
て
、
窮
藪
に
耒
を

握
る
の
賢
有
り
。
…
…
蓋
し
各
お
の
安
ん
ず
る
所
に
附
す
る
な
り
。
是
を
以
て
其
の
志
を
高
尙
に
し
、
王
侯
に
仕
え
ざ
る
は
、
夫
の

爻
象
に
存
す
。
匹
夫
の
執
る
所
、
延
州
の
節
を
守
る
は
、
聖
人

焉
を
許
す
。
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「
巢
棲
の
客
」
は
つ
ま
り
堯
の
禪
讓
の
物
語
に
登
場
す
る
許
由
と
巢
父
の
こ
と
で
あ
り

、
柏
成
子
高
は
禹
が
卽
位
し
た
後
に
諸
侯
の
位

（19）

か
ら
退
き
、
農
耕
生
活
を
送
る
人
物
で
あ
る

。「
其
の
志
を
高
尙
に
し
」「
王
侯
に
仕
え
ず
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
周
易
』
蠱

（20）

卦
の
爻
辭
と
象
傳
に
基
づ
い
て
お
り
、「
高
尚
に
し
て
仕
え
ざ
る
者
を
撰
し
、
隱
逸
傳
十
卷
と
爲
す
（
撰
高
尚
不
仕
者
、
爲
隱
逸
傳
十
卷
）
」

と
『
抱
朴
子
』
外
篇
自
敘
に
あ
る
よ
う
に
、
葛
洪
自
身
が
撰
し
た
『
隱
逸
傳
』
の
編
纂
基
準
で
も
あ
る
。「
匹
夫
の
執
る
所
」
は
『
論
語
』

子
罕
篇
「
匹
夫
も
志
を
奪
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り(

匹
夫
不
可
奪
志
也)

」
を
踏
ま
え
、「
延
州
の
節
を
守
る
」
は
『
左
傳
』
に
見
え
る
季
札

が
兄
か
ら
讓
ら
れ
た
國
君
の
位
を
固
辭
し
た
と
い
う
話
に
基
づ
く

。
葛
洪
は
古
の
聖
王
の
治
世
下
に
お
い
て
隱
居
す
る
人
物
を
擧
げ
、

（21）

さ
ら
に
儒
家
經
典
を
根
據
と
し
、
志
を
遂
げ
る
た
め
に
仕
え
な
い
隱
逸
者
に
對
し
て
聖
人
も
そ
の
正
當
性
を
認
め
る
主
張
を
し
て
い
る

。
（22）

さ
ら
に
、
懷
冰
先
生
は
自
分
に
は
「
政
事
」「
治
民
」
の
才
能
が
な
い
と
謙
っ
て
言
っ
た
後
、
隱
逸
者
の
役
割
を
説
明
し
て
い
る
。

雖
無
立
朝
之
勳
、
卽
戎
之
勞
、
然
切
磋
後
生
、
弘
道
養
正
、
殊
塗
一
致
。

朝
に
立
つ
の
勳
、
戎
に
卽
く
の
勞
無
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
後
生
を
切
磋
し
、
道
を
弘
め
て
正
を
養
う
は
、
塗
を
殊
に
す
る
も
致
を

一
に
す
。

ま
ず
自
分
の
才
能
を
謙
っ
て
言
っ
た
後
に
「
出
處
同
歸
論
」
を
述
べ
、
隱
逸
者
の
役
割
を
主
張
す
る
と
い
う
議
論
の
仕
方
は
本
稿
「
は
じ

め
に
」
で
言
及
し
た
應
嘲
篇
の
内
容
と
近
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
道
を
弘
む
」
と
「
正
を
養
う
」
は
そ
れ
ぞ
れ
『
論
語
』
衞
靈
公
篇

「
人
能
く
道
を
弘
む
、
道
人
に
弘
ま
る
に
非
ず
（
人
能
弘
道
。
非
道
弘
人
）
」
と
『
周
易
』
蒙
卦
・
彖
傳
「
蒙
は
以
て
正
を
養
う
、
聖
功
な

り
（
蒙
以
養
正
、
聖
功
也
）
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
、
そ
の
直
前
に
「
後
生
を
切
磋
す
」
と
あ
る
の
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
來

の
隱
逸
贊
美
に
お
い
て
屢
々
言
及
さ
れ
る
隱
者
の
教
育
・
教
化
と
い
う
役
割
を
力
説
し
て
い
る
。
續
い
て
「
塗
を
殊
に
す
る
も
致
を
一
に

す
」
と
い
う
の
は
、『
周
易
』
繫
辭
下
傳
「
天
下
歸
を
同
じ
く
し
て
塗
を
殊
に
し
、
致
を
一
に
し
て
百
慮
す
（
天
下
同
歸
而
殊
塗
、
一
致
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而
百
慮
）」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
は
異
な
る
も
の
の
、
教
育
・
教
化
と
い
う
役
割
を
擔
っ
て
い
る
點
に
お
い
て
、

在
野
の
隱
逸
者
は
、
朝
廷
に
立
ち
、
爲
政
者
と
し
て
人
民
を
教
え
、
戰
に
從
事
さ
せ
る
官
僚
と
同
じ
で
あ
る
と
言
う
。

こ
の
よ
う
な
、
單
な
る
隱
者
贊
美
だ
け
で
は
な
く
、
隱
逸
者
も
爲
政
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
は
、

葛
洪
以
外
の
人
物
の
思
想
に
も
見
ら
れ
る
が
、
隱
逸
者
自
ら
表
明
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
爲
政
者
が
隱
逸
と
い
う
行

爲
を
容
認
す
る
際
に
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
三
國
志
』
魏
書
管
寧
傳
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
正
始
二
年
（
二
四
一
）、
太
僕

陶
丘
一
ら
が
上
奏
し
、
高
齡
の
管
寧
を
招
聘
す
る
よ
う
勸
め
る
時
、
次
の
よ
う
に
嘉
遯
篇
と
近
似
す
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。

若
寧
固
執
匪
石
、
守
志
箕
山
、
追
迹
洪
崖
、
參
蹤
巢
許
、
斯
亦
聖
朝
同
符
唐
虞
、
優
賢
揚
歷
、
垂
聲
千
載
。
雖
出
處
殊
塗
、
俯
仰
異

體
、
至
於
興
治
美
俗
、
其
揆
一
也
。

寧
の
若
き
は
固
執
す
る
こ
と
匪
石
の
ご
と
く
、
志
を
箕
山
に
守
り
、
迹
を
洪
崖
に
追
い
、
巢
許
に
參
蹤
す
れ
ば
、
斯
れ
も
亦
た
聖
朝

は
唐
虞
に
同
符
し
、
賢
を
優
と
し
歷
を
揚
げ
、
聲
を
千
載
に
垂
る
。
出
處

塗
を
殊
に
し
、
俯
仰

體
を
異
に
す
と
雖
も
、
治
を
興

し
俗
を
美
し
く
す
る
に
至
っ
て
は
、
其
の
揆
一
な
り
。

こ
れ
ま
で
の
辟
召
が
何
度
も
斷
ら
れ
た
か
ら
、
こ
の
進
言
は
辭
退
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
嘉
遯
篇
と
同
じ
よ
う

に
、
隱
逸
者
が
教
育
・
教
化
の
役
割
を
持
つ
こ
と
を
認
め
、
政
治
に
役
立
つ
と
い
う
點
で
仕
官
と
隱
逸
と
は
「
一
致
」
し
て
い
る
と
言
う
。

た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
主
張
に
つ
い
て
の
そ
れ
ら
の
論
者
の
立
場
が
異
な
る
點
に
注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
嘉
遯
篇
に
お
け
る
言
説
は

隱
逸
者
で
あ
る
懷
冰
先
生
が
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
隱
逸
者
の
立
場
か
ら
權
力
者
に
よ
る
容
認
を
求
め
て
い
る
と

い
う
よ
り
も
、
あ
た
か
も
自
身
が
權
力
者
側
の
人
閒
で
あ
る
か
の
よ
う
に
堂
々
と
隱
逸
者
の
正
當
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
續
い

て
嘉
遯
篇
の
最
後
に
、
隱
逸
者
と
し
て
教
育
・
教
化
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
懷
冰
先
生
の
發
言
を
受
け
て
、
俗
人
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を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
赴
勢
公
子
は
次
の
よ
う
に
、
隱
逸
の
正
當
性
を
認
め
て
い
る
。

先
生
立
言
助
敎
、
文
討
姦
違
、
摽
退
靜
以
抑
躁
競
之
俗
、
興
儒
敎
以
救
微
言
之
絶
。
非
有
出
者
、
誰
敘
彝
倫
。
非
有
隱
者
、
誰
誨
童

蒙
。

先
生
は
言
を
立
て
敎
を
助
け
、
文
も
て
姦
違
を
討
ち
、
退
靜
を

摽

し
以
て
躁
競
の
俗
を
抑
え
、
儒
敎
を
興
し
て
以
て
微
言
の
絶
を

あ
ら
わ

救
う
。
出
づ
る
者
有
る
に
非
ず
ん
ば
、
誰
か
彝
倫
を
敘
せ
ん
や
。
隱
る
る
者
有
る
に
非
ず
ん
ば
、
誰
か
童
蒙
を
誨
え
ん
や
。

こ
こ
で
は
、「
儒
敎
を
興
す
」
と
明
言
さ
れ
、
儒
家
的
價
値
觀
と
對
立
し
な
い
隱
逸
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
葛
洪
に
先
だ
っ
て
「
出
處
同
歸
論
」
を
提
示
し
た
嵇
康
は
反
對
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
嵇
康
は
、
處
刑
さ
れ
る
一
、
二
年
前

の
、
危
險
な
境
地
に
立
っ
て
い
る
自
分
に
對
し
て
、
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
た
山
濤
の
推
薦
を
斷
り
、「
與
山
巨
源
絶
交
書
」
を
書
い
た

。
（23）

老
子
、
莊
周
、
吾
之
師
也
、
親
居
賤
職
。
柳
下
惠
、
東
方
朔
、
達
人
也
、
安
乎
卑
位
。
吾
豈
敢
短
之
哉
。
又
仲
尼
兼
愛
、
不
羞
執
鞭
、

子
文
無
欲
卿
相
、
而
三
登
令
尹
、
是
乃
君
子
思
濟
物
之
意
也
。
所
謂
達
能
兼
善
而
不
渝
、
窮
則
自
得
而
無
悶
。
以
此
觀
之
、
故
堯
舜

之
君
世
、
許
由
之
巖
棲
、
子
房
之
佐
漢
、
接
輿
之
行
歌
、
其
揆
一
也
。
仰
瞻
數
君
、
可
謂
能
遂
其
志
者
也
。
故
君
子
百
行
、
殊
塗
而

同
致
。
循
性
而
動
、
各
附
所
安
。

老
子
、
莊
周
は
吾
の
師
な
り
、
親
ら
賤
職
に
居
る
。
柳
下
惠
、
東
方
朔
は
達
人
な
り
、
卑
位
に
安
ん
ず
。
吾
豈
に
敢
え
て
之
を
短
ら

そ
し

ん
や
。
又
た
仲
尼
兼
愛
し
、
執
鞭
を
羞
じ
ず
、
子
文
卿
相
な
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
無
き
も
、
而
る
に
三
た
び
令
尹
の
登
る
。
是
れ
乃

ち
君
子
濟
物
を
思
う
の
意
な
り
。
所
謂
達
し
て
は
能
く
兼
善
し
て
渝
ら
ず
、
窮
し
て
は
則
ち
自
得
し
て
悶
無
き
な
り
。
此
を
以
て
之

か
わ

を
觀
る
に
、
故
に
堯
舜
の
世
に
君
た
る
、
許
由
の
巖
栖
し
、
子
房
の
漢
を
佐
け
、
接
輿
の
行
歌
す
る
は
、
其
の
揆
一
な
り
。
數
君
を

仰
瞻
す
る
に
、
能
く
其
の
志
を
遂
ぐ
る
者
と
謂
う
可
き
な
り
。
故
に
君
子
の
百
行
、
塗
を
殊
に
す
る
も
致
を
同
じ
く
す
。
性
に
循
い
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て
動
き
、
各
お
の
安
ん
ず
る
所
に
附
く
。

こ
の
部
分
で
は
、「
其
の
揆
一
な
り
」「
塗
を
殊
に
す
る
も
致
を
同
じ
く
す
」
と
い
う
「
出
處
同
歸
」
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
性
に
循
い
て
動
き
、
各
お
の
安
ん
ず
る
所
に
附
く
」
と
い
う
表
現
が
、『
抱
朴
子
』
で
は
「
出
處
の
各
お
の
性
有
り
（
出
處
之
各
有

性
）」（
内
篇
釋
滯
篇
）、「
各
お
の
安
ず
る
所
に
附
す
（
各
附
所
安
）」（
嘉
遯
篇
）
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
嵇
康
と

葛
洪
の
出
處
論
は
、
表
現
の
面
か
ら
言
え
ば
近
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
嵇
康
の
こ
の
議
論
に
つ
い
て
、
渡
邉
義
浩
は
、
堯
、
舜
、
子
房

（
張
良
）
と
い
う
儒
家
的
な
人
物
と
、
許
由
、
接
輿
と
い
う
道
家
的
な
人
物
と
は
、「
價
値
と
し
て
差
異
の
な
い
こ
と
」
を
、
嵇
康
は
説

い
て
い
る
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
嵇
康
の
「
絶
交
書
」
は
儒
家
の
仁
義
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る

。
こ
の
よ
う
に
嵇
康
の

（24）

「
絶
交
書
」
を
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
出
處
同
歸
論
」
は
、
あ
く
ま
で
當
時
の
政
權
に
抵
抗
な
い
し
逃
避
す
る
建
前
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
嵇
康
が
隱
逸
者
は
爲
政
者
と
同
等
の
價
値
を
有
す
る
と
主
張
し
な
が
ら
、
葛
洪
の
よ
う
に
、
隱
逸

者
の
具
體
的
な
役
割
や
政
治
參
加
の
意
欲
を
一
切
語
ら
な
い
所
以
で
あ
ろ
う
。
實
際
、
魏
晉
時
代
の
隱
逸
者
の
「
出
處
同
歸
論
」
と
し
て
、

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
主
張
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
。
次
に
、
一
例
と
し
て
皇
甫
謐
の
「
出
處
同
歸
論
」
を
檢
討
し
て
み
た
い
。

葛
洪
、
嵇
康
と
同
じ
、
皇
甫
謐
も
隱
逸
者
の
立
場
か
ら
「
出
處
同
歸
論
」
を
説
き
、
ま
た
隱
逸
者
の
傳
記
『
高
士
傳
』
を
著
し
た
。
許

尤
娜
は
、
外
篇
自
敍
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
「
巢
、
許
、
子
州
、
北
人
、
石
戶
、
二
姜
、
兩
袁
、
法
眞
、
子
龍
」
と
い
っ
た
人
物
の
傳
記
は

『
高
士
傳
』
に
収
錄
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
、
葛
洪
は
そ
れ
を
を
讀
ん
で
い
た
と
推
測
し
て
い
る

。
皇
甫
謐
の
「
出
處
同
歸
論
」
は
『
晉

（25）

書
』
本
傳
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
「
釋
勸
論
」
に
見
え
る
。
佐
竹
保
子
は
主
に
文
學
の
視
點
か
ら
「
釋
勸
論
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
文
體
、

構
成
、
内
容
と
表
現
を
考
察
し
、
皇
甫
謐
は
「
出
處
同
歸
」
の
可
能
性
の
根
據
を
聖
王
の
出
現
に
求
め
た
と
論
じ
て
い
る

。
（26）

な
お
、
佐
竹
氏
の
解
釋
に
よ
れ
ば
、
皇
甫
謐
は
聖
王
の
出
現
に
よ
っ
て
今
の
世
の
中
が
「
大
同
」「
至
通
」
と
い
う
狀
態
に
な
る
こ
と
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を
想
定
し
、
こ
の
よ
う
な
世
の
中
で
は
、「
得
道
」「
合
禮
」「
得
眞
」
を
實
現
す
る
た
め
に
、「
明
昧
」「
張
馳
」「
浮
沈
」
と
い
っ
た
對
立

す
る
や
り
方
の
い
ず
れ
を
選
ん
で
も
、
志
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
隱
遁
と
仕
官
と
は
同
等
な
價
値
を
持
つ
と
主
張

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皇
甫
謐
も
「
出
處
同
歸
論
」
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

。
（27）

嵇
康
と
葛
洪
の
「
出
處
同
歸
論
」
と
比
べ
て
、
皇
甫
謐
も
「
志
」
や
「
懷
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
て
、「
出
」
も
「
處
」
も
手
段
と
し

て
價
値
の
高
下
は
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
文
體
の
面
か
ら
す
れ
ば
、
嵇
康
の
「
絶
交
書
」
が
一
方
的
に
隱
逸
の
正
當
性
と
自
分
が
仕
官

し
な
い
理
由
を
述
べ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
葛
洪
と
皇
甫
謐
と
は
設
論
と
い
う
文
體
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
絶
交
」
と
い
う
語
が

端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
嵇
康
は
當
時
の
權
力
者
を
強
く
拒
否
し
、
仕
官
し
な
い
理
由
と
し
て
「
七
不
堪
（
七
つ
の
耐
え
ら
れ
な
い

こ
と
）」
と
「
二
不
可
（
二
つ
の
出
來
な
い
こ
と
）」
を
擧
げ
て
い
る
。
皇
甫
謐
も
ま
た
仕
官
か
ら
逃
避
す
る
が
、
持
病
を
仕
官
し
な
い
理

由
と
し
、
君
主
の
容
認
を
求
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
三
人
は
「
管
寧
傳
」
の
論
者
と
異
な
り
、
と
も
に
隱
逸
者
と
い
う
立
場
か
ら
「
出
處
同
歸
」
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
内
容
を
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
嵇
康
と
皇
甫
謐
は
全
く
政
治
參
加
の
意
欲
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
葛
洪
は
外

篇
執
筆
當
時
に
官
僚
で
は
な
く
、
ま
た
積
極
的
に
仕
官
し
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
隱
逸
者
の
教
育
・
教
化
と
い
う

社
會
的
役
割
を
述
べ
、
隱
逸
者
と
し
て
政
治
的
發
言
を
行
う
權
利
と
義
務
、
隱
逸
の
正
當
性
を
主
張
し
て
い
る
。

六
朝
時
代
で
は
、「
出
處
同
歸
論
」
が
隱
逸
思
想
と
複
雜
に
絡
み
合
っ
た
形
で
樣
々
な
立
場
か
ら
提
示
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
珍
し
い

言
論
で
は
な
か
っ
た
。
隱
逸
者
の
教
育
・
教
化
へ
の
言
及
も
ま
た
隱
逸
贊
美
に
お
け
る
常
套
句
で
あ
り
、
葛
洪
の
獨
創
的
な
考
え
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
嵇
康
と
皇
甫
謐
の
「
出
處
同
歸
論
」
と
の
比
較
を
通
し
て
、
政
治
參
加
を
積
極
的
に
言
及
す
る
こ
と
が
葛
洪

の
「
出
處
同
歸
論
」
な
い
し
隱
逸
觀
の
特
徵
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
發
言
が
『
三
國
志
』
魏
書
管
寧
傳
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
陶
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丘
一
な
ど
の
官
僚
と
異
な
り
、
葛
洪
が
隱
逸
者
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
政
治
參
加
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で

き
な
い
。

三
、「
莫
非
王
臣
」
に
對
す
る
理
解
と
利
用

皇
甫
謐
の
隱
逸
觀
に
お
い
て
、
明
哲
な
君
主
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。『
抱
朴
子
』
外
篇
に
お
い
て

も
、
君
道
篇
が
設
け
ら
れ
、
君
臣
關
係
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

。
そ
し
て
前
述
し
た
嘉
遯
篇
に
お
い
て
も
、
赴
勢
公
子
が
隱
逸

（28）

に
教
化
の
價
値
を
認
め
て
か
ら
、「
普
天
率
土
、
臣
民
に
匪
ざ
る
は
莫
し
。
亦
た
何
ぞ
必
ず
や
纓
を
垂
れ
笏
を
執
る
者
を
是
と
爲
し
、
而

し
て
飢
を
衡
門
に
樂
し
む
者
を
非
と
す
可
け
ん
や
（
普
天
率
土
、
莫
匪
臣
民
。
亦
何
必
垂
纓
執
笏
者
爲
是
、
而
樂
飢
衡
門
者
可
非
乎
）」

と
い
う
内
容
が
見
え
る
。「
普
天
率
土
、
臣
民
に
匪
ざ
る
は
莫
し
」
は
『
毛
詩
』
小
雅
・
北
山
「
溥
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ
る
は
莫
く
、

率
土
の
濱
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
莫
し
（
溥
天
之
下
、
莫
非
王
土
。
率
土
之
濱
、
莫
非
王
臣
）」
に
基
づ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
北

山
詩
の
こ
の
部
分
は
、
次
第
に
詩
序
の
解
釋
か
ら
離
れ
て
、
君
主
が
す
べ
て
の
土
地
と
人
民
を
支
配
す
る
こ
と
の
根
據
と
し
て
樣
々
な
目

的
に
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
な
か
ん
ず
く
隱
逸
を
批
判
す
る
武
器
と
し
て
最
も
效
果
的
で
あ
っ
た

。
（29）

嘉
遯
篇
の
こ
の
一
段
を
一
讀
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
葛
洪
は
、
君
主
が
す
べ
て
の
土
地
と
人
民
を
支
配
す
る
た
め
、
出
仕
す
る
者
も

隱
逸
す
る
者
も
い
ず
れ
も
君
主
に
仕
え
る
臣
下
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
踏
ま
え
、
北
山
詩
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
が
隱
逸
を
批
判
す
る
も
の
で
は
な
く
、
隱
逸
の
存
在
を
認
め
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
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時
に
、『
毛
詩
』
小
雅
・
北
山
の
内
容
を
根
據
と
し
、
世
の
中
の
土
地
と
人
は
す
べ
て
君
主
の
支
配
下
に
あ
る
と
主
張
し
、
隱
逸
者
を
批

判
す
る
と
い
う
「
北
山
隱
者
論
」

は
、
逸
民
篇
に
お
い
て
も
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
隱
逸
を
批
判
す
る
表
現
と
し
て
次

（30）

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

仕
人
又
曰
、
隱
遁
之
士
、
則
爲
不
臣
。
亦
豈
宜
居
君
之
地
、
食
君
之
穀
乎
。

仕
人
又
た
曰
く
、
隱
遁
の
士
、
則
ち
臣
た
ら
ず
と
爲
す
。
亦
た
豈
に
宜
し
く
君
の
地
に
居
り
、
君
の
穀
を
食
う
べ
け
ん
や
、
と
。

こ
の
一
文
で
は
、「
隱
遁
之
士
」
が
君
臣
の
道
を
亂
し
て
い
る
存
在
と
見
な
さ
れ
、
君
主
が
支
配
す
る
土
地
で
君
主
が
所
有
す
る
穀
物
を

食
べ
る
資
格
は
な
い
と
手
嚴
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
後
の
二
句
は
、
『
韓
詩
外
傳
』
に
見
え
る
鮑
焦
に
對
す
る
子
貢
の
非
難
や
、
魏
の

麋
元
「
弔
夷
齊
」
に
お
け
る
隱
逸
批
判
の
表
現
と
類
似
し
、
と
も
に
北
山
詩
を
踏
ま
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い

。
こ
の
鮑
焦
や
伯
夷

（31）

・
叔
齊
を
餓
死
に
追
い
つ
め
る
難
問
に
對
し
て
、「
逸
民
」
は
次
の
よ
う
に
巧
み
に
反
論
し
て
い
る
。

逸
民
曰
、
何
謂
其
然
乎
。
昔
顏
回
死
、
魯
定
公
將
躬
弔
焉
、
使
人
訪
仲
尼
。
仲
尼
曰
、
凡
在
邦
内
、
皆
臣
也
。
定
公
乃
升
自
東
階
、

行
君
禮
焉
。
由
此
論
之
、
率
土
之
濱
、
莫
匪
王
臣
、
可
知
也
。
在
朝
者
陳
力
以
秉
庶
事
、
山
林
者
脩
德
以
厲
貪
濁
、
殊
塗
同
歸
、
俱

人
臣
也
。
王
者
無
外
、
天
下
爲
家
、
日
月
所
照
、
雨
露
所
及
、
皆
其
境
也
。
安
得
懸
虛
空
、
湌
咀
流
霞
、
而
使
之
不
居
乎
地
、
不
食

乎
穀
哉
。

逸
民
曰
く
、
何
ぞ
其
れ
然
り
と
謂
わ
ん
や
。
昔
、
顏
回
死
し
、
魯
の
定
公
は
將
に
躬
ら
焉
れ
を
弔
わ
ん
と
し
、
人
を
し
て
仲
尼
を
訪

ね
し
む
。
仲
尼
曰
く
、
凡
そ
邦
内
に
在
れ
ば
、
皆
な
臣
な
り
、
と
。
定
公
は
乃
ち
升
る
に
東
階
自
り
し
、
君
禮
を
行
う
。
此
に
由
り

て
之
を
論
ず
れ
ば
、
率
土
の
濱
、
王
臣
に
匪
ざ
る
莫
き
こ
と
、
知
る
可
き
な
り
。
朝
に
在
る
者
は
力
を
陳
べ
て
以
て
庶
事
を
秉
り
、

山
林
の
者
は
德
を
脩
め
て
以
て
貪
濁
を
厲
ま
し
、
塗
を
殊
に
す
る
も
歸
を
同
じ
く
し
、
俱
に
人
臣
な
り
。
王
者
は
外
無
く
、
天
下
を
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家
と
爲
し
、
日
月
の
照
ら
す
所
、
雨
露
の
及
ぶ
所
、
皆
な
其
の
境
な
り
。
安
ん
ぞ
虛
空
に
懸
り
て
、
流
霞
を
湌
咀
し
、
而
し
て
之
を

し
て
地
に
居
ら
し
め
ず
、
穀
を
食
わ
ざ
ら
し
む
る
を
得
ん
や
。

こ
の
段
は
、
現
行
本
『
孔
子
家
語
』
公
西
赤
問
篇
の
逸
話
に
基
づ
き
、
第
一
に
「
率
土
の
濱
、
王
臣
に
匪
ざ
る
は
莫
し
」
と
い
う
前
提
を

認
め
て
い
る
。
第
二
に
官
吏
と
隱
逸
を
居
場
所
で
區
別
し
よ
う
と
し
、
兩
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
持
ち
、
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
い

う
「
出
處
同
歸
論
」
を
説
い
て
い
る
。「
貪
濁
を
厲
ま
す
」
と
は
世
俗
を
教
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
池
田
恭
哉
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
表
現
は
『
孟
子
』
萬
章
下
篇
と
盡
心
下
篇
「
伯
夷
の
風
を
聞
け
ば
、
頑
夫
は

廉

く
、
懦
夫
は
志
を
立
つ
る
有
り
（
聞
伯

い
さ
ぎ
よ

夷
之
風
者
、
頑
夫
廉
、
懦
夫
有
立
志
）」
に
始
ま
る

。
神
塚
淑
子
の
考
察
に
よ
れ
ば
、「
激
貪
厲
俗
」
と
い
う
語
は
『
漢
書
』
王
貢
兩
龔

（32）

鮑
傳
序
に
も
見
ら
れ
、
類
似
す
る
表
現
が
『
後
漢
書
』
隱
逸
列
傳
や
皇
甫
謐
『
高
士
傳
』
序
に
使
わ
れ
、
隱
逸
者
な
ら
で
は
の
役
割
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る

。
第
三
に
『
公
羊
傳
』

と
『
禮
記
』

の
表
現
を
用
い
て
君
主
の
絶
對
的
權
威
を
あ
ら
た
め
て
提
起
し
た
後
、
逸

（33）

（34）

（35）

民
は
當
然
「
懸
虛
空
」「
咀
流
霞
」「
不
居
地
」「
不
食
穀
」
と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
君
主
の
穀
物
を
食
べ
て
生
き
る
の
で
あ

ろ
う
、
と
い
う
。

次
に
ま
た
隱
逸
は
君
主
の
支
配
下
に
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
役
割
が
果
た
せ
る
と
繰
り
返
し
て
か
ら
、
最
後
に
「
昔
、
夷
齊
は
周
粟
を
食

わ
ず
、
鮑
焦
は
橋
の
上
に
死
し
、
彼
の
硜
硜
た
る
は
、
何
ぞ
師
表
と
す
る
に
足
ら
ん
や
（
昔
夷
齊
不
食
周
粟
、
鮑
焦
死
於
橋
上
、
彼
之
硜

硜
、
何
足
師
表
哉
）」
と
前
述
の
「
北
山
隱
者
論
」
の
内
容
に
言
及
し
、
ま
る
で
官
僚
側
に
屬
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
追
い
つ
め
ら
れ
た

伯
夷
、
叔
齊
と
鮑
焦
を
斥
け
て
い
る
。

北
山
詩
「
溥
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ
る
は
莫
く
、
率
土
の
濱
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
莫
し
」
に
對
す
る
葛
洪
の
理
解
は
獨
創
的
な
も
の
で

は
な
く
、「
北
山
隱
者
論
」
な
ど
の
隱
者
批
判
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
解
釋
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
を
援
用
し
、
容
肇
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祖
の
表
現
を
借
り
て
言
え
ば
、「
極
端
な
尊
王
的
な
考
え
方
」

を
示
す
と
同
時
に
、
隱
者
批
判
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
有
効
な
表
現
を
受

（36）

け
入
れ
、
逆
に
自
分
の
論
證
の
根
據
と
し
て
吸
收
し
、
政
治
協
力
的
な
隱
逸
觀
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
北
山
隱
者
論
」
を
無
力
化
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
葛
洪
が
こ
の
よ
う
に
「
北
山
隱
者
論
」
を
逆
手
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
彼
は
他
の
隱
逸
者

と
異
な
り
、
隱
逸
し
な
が
ら
も
積
極
的
に
政
治
參
加
を
し
よ
う
と
す
る
「
出
處
同
歸
論
」
を
主
張
し
、
權
力
に
對
し
て
協
力
的
な
姿
勢
を

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
、
葛
洪
が
考
え
る
隱
逸
と
權
力
と
の
關
係
は
、
ひ
た
す
ら
王
朝
に
盡
く
し
、
臣
下
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
と
い
う
一
方
的
な
も
の
で
は
な
い
。
逸
民
篇
の
終
わ
り
で
は
、
上
記
の
議
論
を
受
け
て
、
葛
洪
は
そ
れ
な
り
の
見
返
り
も

要
求
し
て
い
る
。
そ
の
根
據
と
し
て
、
辟
召
は
拒
否
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
君
主
に
手
厚
く
扱
わ
れ
た
十
一
人
の
事
跡
が
記
述
さ
れ
て
い

る

。
（37）と

こ
ろ
が
、
葛
洪
は
結
局
、
晉
の
元
帝
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。『
晉
書
』
葛
洪
傳
に
は
、
羅
浮
山
に
隱
居
す
る
經
緯
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

聞
交
阯
出
丹
、
求
爲
句
屚
令
。
帝
以
洪
資
高
、
不
許
。
洪
曰
、
非
欲
爲
榮
、
以
有
丹
耳
。
帝
從
之
。
洪
遂
將
子
姪
俱
行
。
至
廣
州
、

刺
史
鄧
嶽
留
不
聽
去
。
洪
乃
止
羅
浮
山
煉
丹
。
嶽
表
補
東
官
太
守
、
又
辭
不
就
。
嶽
乃
以
洪
兄
子
望
爲
記
室
參
軍
。

交
阯
の
丹
を
出
だ
す
を
聞
き
、
句
屚
の
令
と
爲
ら
ん
こ
と
を
求
む
。
帝
は
洪
の
資
の
高
き
を
以
て
、
許
さ
ず
。
洪
曰
く
、
榮
を
爲
さ

ん
と
欲
す
る
に
非
ず
、
丹
有
る
を
以
て
な
る
の
み
、
と
。
帝

之
に
從
う
。
洪

遂
に
子
姪
を
將
い
て
俱
に
行
く
。
廣
州
に
至
り
、

刺
史
の
鄧
嶽
は
留
め
て
去
る
を
聽
さ
ず
。
洪
は
乃
ち
羅
浮
山
に
止
ま
り
て
煉
丹
す
。
嶽
は
表
し
て
東
官
太
守
に
補
せ
ん
と
す
る
も
、

又
た
辭
し
て
就
か
ず
。
嶽
は
乃
ち
洪
の
兄
の
子
望
を
以
て
記
室
參
軍
と
爲
す
。

葛
洪
は
、
都
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
高
踏
な
行
動
を
取
っ
て
名
聲
を
手
に
入
れ
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
煉
丹
に
好
都
合
な
場
所
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に
行
こ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
説
明
し
、
よ
う
や
く
「
句
屚
令
」
と
し
て
中
央
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
官
を
や
め
ず
に
、

安
逸
な
隱
逸
生
活
に
近
づ
い
た
。
實
際
、
そ
の
後
の
葛
氏
一
族
の
な
か
に
、
葛
洪
の
代
わ
り
と
し
て
仕
官
す
る
も
の
も
い
れ
ば
、
葛
洪
の

從
孫
葛
巢
甫
の
よ
う
な
靈
寶
系
經
典
の
製
作
の
中
心
に
立
つ
も
の
も
い
る
。
政
治
か
ら
逃
避
す
る
隱
逸
と
比
較
す
れ
ば
、
不
完
全
な
隱
逸

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
權
力
者
の
容
認
と
支
援
な
し
に
は
念
願
の
煉
丹
や
修
行
な
ど
の
宗
教
活
動
は
う
ま
く
い
か

な
い
で
あ
ろ
う
、
と
意
識
し
た
上
で
の
、
葛
洪
な
り
の
仙
道
實
踐
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、「
朝
隱
」
に
對
す
る
立
場

先
に
見
た
『
晉
書
』
葛
洪
傳
に
「
求
爲
句
屚
令
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
葛
洪
が
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
道
を
修
め
る
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
隱
」

の
よ
う
な
生
活
を
送
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
吉
川
氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
六
朝
時
代
の
隱
逸
觀
は
志
を
曲
げ
ず
に
出
仕
し
な
い
こ

と
を
是
と
し
て
い
た
が
、
次
第
に
朝
隱
・
市
隱
に
偏
っ
て
い
っ
た

。
で
は
、
六
朝
時
代
の
隱
逸
觀
と
出
處
觀
が
反
映
さ
れ
る
朝
隱
に
つ

（38）

い
て
、
葛
洪
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
葛
洪
が
認
識
し
て
い
た
「
朝
隱
」
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
本
節
で
は
、

『
抱
朴
子
』
に
お
け
る
「
朝
隱
」
の
用
例
を
確
認
し
、「
朝
隱
」
に
對
す
る
葛
洪
の
態
度
を
考
察
す
る
。
内
篇
釋
滯
篇
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。

昔
黃
帝
荷
四
海
之
任
、
不
妨
鼎
湖
之
擧
。
彭
祖
爲
大
夫
八
百
年
、
然
後
西
適
流
沙
。
伯
陽
爲
柱
史
、
甯
封
爲
陶
正
、
方
回
爲
閭
士
、

呂
望
爲
太
師
、
仇
生
仕
於
殷
、
馬
丹
官
於
晉
、
范
公
霸
越
而
泛
海
、
琴
高
執
笏
於
宋
康
、
常
生
降
志
於
執
鞭
、
莊
公
藏
器
於
小
吏
。
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古
人
多
得
道
而
匡
世
、
修
之
於
朝
隱
。
蓋
有
餘
力
故
也
。
何
必
修
於
山
林
、
盡
廢
生
民
之
事
、
然
後
乃
成
乎
。

昔

黃
帝

四
海
の
任
を
荷
い
、
鼎
湖
の
擧
ぐ
る
を
妨
げ
ず
。
彭
祖

は
大
夫
と
爲
る
こ
と
八
百
年
に
し
て
、
然
る
後
西
の
か
た
流

沙
に
適
く
。
伯
陽

柱
史
と
爲
り
、
甯
封

陶
正
と
爲
り
、
方
回

閭
士
と
爲
り
、
呂
望

太
師
と
爲
り
、
仇
生

殷
に
仕
え
、
馬

丹

晉
に
官
た
り
て
、
范
公

越
に
霸
た
り
て
海
に
泛
び
、
琴
高

笏
を
宋
康
に
執
り
、
常
生

志
を
鞭
を
執
る
に
降
し
、
莊
公

器
を
小
吏
に
藏
す
。
古
人

多
く
道
を
得
て
世
を
匡
し
、
之
を
朝
隱
に
修
む
。
蓋
し
餘
力
有
る
が
故
な
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
山
林
に

修
め
、
盡
く
生
民
の
事
を
廢
し
、
然
る
後
ち
乃
ち
成
さ
ん
や
。

上
記
の
内
容
に
つ
い
て
、
小
林
昇
は
「
山
林
に
お
い
て
心
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
道
を
修
め
る
よ
り
は
、
朝
廷
に
お
い
て
政
治
に
手
を
染
め

な
が
ら
道
を
修
め
る
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
と
し
た
わ
け
で
…
…
こ
の
説
の
根
底
に
は
山
林
の
士
が
政
治
を
無
視
し
て
個
人
の
逃
避
に
終
る

と
見
、
そ
の
こ
と
を
輕
視
す
る
考
え
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

。
さ
ら
に
、
氏
は
内
篇
明
本
篇
「
上
士
は
道
を
三

（39）

軍
に
得
、
中
士
は
道
を
都
市
に
得
、
下
士
は
道
を
山
林
に
得
（
上
士
得
道
於
三
軍
、
中
士
得
道
於
都
市
、
下
士
得
道
於
山
林
）
」
を
根
據

に
、
朝
隱
に
對
す
る
葛
洪
の
立
場
は
「
大
隱
は
朝
市
に
隱
る
の
考
え
と
一
致
す
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る

。「
大
隱
は
朝
市
に
隱
る
」
は

（40）

い
う
ま
で
も
な
く
、
晉
の
王
康
琚
「
反
招
隱
詩
」（
『
文
選
』
卷
二
十
二
）
に
基
づ
く
。
で
は
、『
抱
朴
子
』
の
内
容
か
ら
、
果
た
し
て
そ

の
よ
う
な
立
場
が
讀
み
取
れ
る
の
か
。
小
林
氏
自
身
も
「
祿
仕
を
去
る
こ
と
に
終
わ
る
隱
逸
思
想
か
ら
見
れ
ば
、
祿
仕
を
是
認
す
る
か
ら

奇
妙
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に

、
隱
逸
者
の
社
會
的
役
割
と
意
義
が
し
き
り
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
嘉
遯
と
逸
民
二
篇
の
内
容
と
、

（41）

「
朝
隱
」
を
是
認
す
る
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

。
（42）

小
林
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
釋
滯
篇
に
お
け
る
人
物
は
莊
子
を
除
い
て
全
て
『
列
仙
傳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
跡
は

必
ず
し
も
『
列
仙
傳
』
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
物
を
「
朝
隱
に
結
び
つ
け
た
の
は
葛
洪
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の
作
爲
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

。
確
か
に
、
葛
洪
の
記
述
に
基
づ
け
ば
、
そ
れ
ら
の
人
物
は
す
べ
て
「
朝
隱
」
と
い
う
狀
態
に

（43）

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
あ
く
ま
で
仙
道
を
修
め
る
者
は
著
述
や
治
世
な
ど
の
大
事
な
こ
と
を
全
う
で
き
な
い
と
い
う
詰
問

に
（44）

反
論
す
る
た
め
に
、「
餘
力
有
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
反
例
を
擧
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
餘
力
」
は
、『
論
語
』
學
而
篇
「
行
い
て

餘
力
有
れ
ば
、
則
ち
以
て
文
を
學
ぶ
（
行
有
餘
力
、
則
以
學
文
）
」
に
基
づ
き
、
修
道
者
に
と
っ
て
、
政
治
參
加
も
本
來
や
る
べ
き
こ
と

で
あ
る
と
暗
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
自
體
は
、「
朝
隱
」
の
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
上
記
し
た
明
本
篇

「
上
士
は
道
を
三
軍
に
得
、
中
士
は
道
を
都
市
に
得
、
下
士
は
道
を
山
林
に
得
」
の
直
後
に
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
見
え
る
。

此
皆
爲
仙
藥
已
成
、
未
欲
昇
天
。
雖
在
三
軍
、
而
鋒
刃
不
能
傷
。
雖
在
都
市
、
而
人
禍
不
能
加
。
而
下
士
未
及
於
此
、
故
止
山
林
耳
。

此
れ
皆
な
仙
藥
已
に
成
る
も
、
未
だ
昇
天
せ
ん
と
欲
せ
ざ
る
と
爲
す
。
三
軍
に
在
り
と
雖
も
、
而
る
に
鋒
刃
傷
つ
く
る
能
わ
ず
。
都

市
に
在
り
と
雖
も
、
而
る
に
人
禍
加
う
る
能
わ
ず
。
而
し
て
下
士
未
だ
此
れ
に
及
ば
ず
、
故
に
山
林
に
止
ま
る
の
み

こ
こ
で
の
「
仙
藥
」
は
葛
洪
の
仙
道
に
お
い
て
最
も
肝
要
な
「
還
丹
金
液
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
内
篇
對
俗
篇
に
お
い
て

仙
人
或
昇
天
、
或
住
地
、
要
於
俱
長
生
、
去
留
各
從
其
所
好
耳
。
又
服
還
丹
金
液
之
法
、
若
且
欲
留
在
世
閒
者
、
但
服
半
劑
而
錄
其
半
。

若
後
求
昇
天
、
便
盡
服
之
。
不
死
之
事
已
定
、
無
復
奄
忽
之
慮
。

仙
人
或
い
は
昇
天
し
、
或
い
は
地
に
住
ま
り
、
要
す
る
に
俱
に
長
生
し
、
去
留
各
お
の
其
の
好
む
所
に
從
う
の
み
。
又
た
還
丹
金
液

を
服
す
る
の
法
、
若
し

且

く
留
り
て
世
閒
に
在
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
但
だ
半
劑
を
服
し
て
其
の
半
を
錄
む
。
若
し
後
に
昇
天
を
求

し
ば
ら

お
さ

む
れ
ば
、
便
ち
盡
く
之
を
服
す
。
不
死
の
事
已
に
定
ま
り
、
復
た
奄
忽
の
慮
無
し

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
明
本
篇
に
見
え
る
「
上
士
」「
中
士
」「
下
士
」
は
仙
人
と
し
て
の
優
劣
は
あ
る
も
の
の
、
「
不
死
の
事
已

に
定
ま
り
」
と
い
う
點
で
は
、
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
本
篇
に
見
え
る
説
明
の
最
後
に
「
人
の
上
品
に
在
る
者
、
初
め
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て
道
を
學
ぶ
に
當
に
三
軍
、
都
市
の
中
に
止
ま
り
て
得
べ
し
と
謂
わ
ざ
る
な
り
（
不
謂
人
之
在
上
品
者
、
初
學
道
當
止
於
三
軍
都
市
之
中

而
得
也
）」
と
あ
る
の
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
上
士
」「
中
士
」「
下
士
」
と
い
う
格
付
け
は
隱
逸
や
仕
官
と
無
關
係
で
あ
ろ
う
。

内
篇
釋
滯
篇
の
ほ
か
に
、「
朝
隱
」
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
外
篇
君
道
篇
と
漢
過
篇
で
あ
る
。
君
道
篇
は
適
切
な
人
材
登
用
を
行
わ

な
か
っ
た
結
果
と
し
て
、「
良
才
遠
量
に
し
て
援
く
無
き
の
士
、
或
い
は
褐
を
披
て
朝
隱
し
、
或
い
は
窮
否
に
沈
淪
す
（
良
才
遠
量
無
援
之

き

士
、
或
披
褐
而
朝
隱
、
或
沈
淪
於
窮
否
）」
と
い
う
。「
褐
を
披
る
」
は
『
老
子
』
第
七
十
章
「
聖
人
褐
を
披
て
玉
を
懷
く
（
聖
人
被
褐
懷

玉
）」
に
基
づ
き
、
人
材
が
重
ん
じ
ら
れ
な
い
た
め
、
韜
晦
す
る
と
い
う
意
味
を
表
す
。
ま
た
漢
過
篇
に
お
い
て
、
正
直
者
は
馬
鹿
者
と

さ
れ
、
政
治
に
盡
力
す
る
官
吏
は
見
下
さ
れ
、
人
材
が
正
し
く
評
價
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
も
た
ら
す
弊
害
と
し
て
、「
縶
制
せ
ら
る
る

者
曲
從
し
て
朝
隱
す
（
縶
制
者
曲
從
而
朝
隱
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
毛
詩
』
小
雅
・
白
駒
に
「
之
を
縶
ぎ
て
之
を
維
ぐ
（
縶
之
維
之
）」

と
あ
り
、「
縶
制
」
云
々
を
引
き
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
こ
は
朝
廷
に
引
き
止
め
ら
れ
て
や
む
を
得
ず
朝
隱
す
る
者
を
指
す
の
だ
ろ
う
。

こ
の
二
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
葛
洪
に
と
っ
て
は
「
朝
隱
」
と
い
う
語
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
消
極
的
な
意
味
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
理
由
は
、
先
に
見
た
「
下
士
未
だ
此
れ
に
及
ば
ず
、
故
に
山
林
に
止
ま
る
」
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
葛
洪
は
修
業
の
場
を
重
要
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
上
記
の
記
述
の
ほ
か
に
、
逸
民
篇
に
「
山
林
の
者
は
德
を
脩
め
て
以
て
貪
濁

を
厲
ま
す
」
と
あ
り
、
隱
逸
者
を
「
山
林
者
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
外
篇
擢
才
篇
に
も
「
山
林
の
儒
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。

な
お
、
葛
洪
は
結
局
「
句
屚
令
」
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
羅
浮
山
に
入
っ
た
後
に
、
仕
官
へ
の
推
薦
を
辭
し
て
煉
丹
に
勵
ん
で
い
た
。
こ

の
こ
と
は
葛
洪
に
は
隱
逸
の
空
閒
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
隱
逸
の
空
閒
を
重
視
す
る
理
由
も
語
っ
て
い
る
。
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五
、
山
林
と
い
う
空
閒

山
林
は
、
「
北
山
隱
者
論
」
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
古
の
隱
逸
者
に
と
っ
て
、
君
主
の
穀
物
を
食
べ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
逃
げ
場
で

あ
る
が
、
葛
洪
の
世
界
觀
に
お
い
て
、
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

神
仙
道
修
行
に
お
い
て
、
重
要
視
さ
れ
る
煉
丹
に
と
っ
て
の
名
山
の
重
要
性
や
入
山
の
儀
式
と
い
っ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
先
行
硏
究

に
お
い
て
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で

、
こ
こ
で
は
贅
言
し
な
い
。
そ
し
て
、
内
篇
明
本
篇
に
「
山
林
の
中
に
道
有
る
に
非
ざ
る
な

（45）

り
、
而
る
に
道
を
爲
む
る
者
必
ず
山
林
に
入
る
は
、
誠
に
彼
の
腥
膻
を
遠
ざ
け
て
、
此
の
淸
凈
に
卽
か
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
（
山
林
之
中

非
有
道
也
、
而
爲
道
者
必
入
山
林
、
誠
欲
遠
彼
腥
膻
、
而
卽
此
淸
凈
也
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
葛
洪
は
神
仙
道
の
中
心
で
あ
る
煉
丹
は
も

ち
ろ
ん
、
修
道
者
に
と
っ
て
は
山
林
こ
そ
が
理
想
的
修
行
の
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
内
篇
暢
玄
篇
は
神
仙
道
を
體
得
し
た
者
、

つ
ま
り
神
仙
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、「
知
足
者
」
を
そ
れ
に
次
ぐ
者
と
位
置
付
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
記
述
の

中
の
「
光
を
山
林
に

頤

う
」「
夜
光
を
嵩
岫
に
藏
る
」
と
い
っ
た
「
知
足
者
」
に
つ
い
て
の
描
寫
で
あ
る

。
吉
川
氏
が
す
で
に
指
摘
し

や
し
な

（46）

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
知
足
者
」
は
外
篇
に
記
さ
れ
た
逸
民
と
近
似
し
て
い
る

。
こ
の
よ
う
に
、
葛
洪
は
山
林
と
い
う
空
閒
に
關
す

（47）

る
表
現
を
用
い
、
隱
逸
者
を
神
仙
道
の
修
行
者
に
關
連
さ
せ
て
い
る
と
推
察
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
内
篇
仙
藥
篇
に
お
い
て
、
仙
人
に
な

る
た
め
の
藥
に
つ
い
て
語
る
際
に
、
次
の
よ
う
に
許
由
に
言
及
し
て
い
る
。

石
硫
黃
芝
、
五
岳
皆
有
、
而
箕
山
爲
多
。
其
方
言
許
由
就
此
服
之
而
長
生
、
故
不
復
以
富
貴
累
意
、
不
受
堯
禪
也
。

石
硫
黃
芝
、
五
岳
に
皆
な
有
り
、
而
し
て
箕
山
多
し
と
爲
す
。
其
の
方

許
由
此
こ
に
就
き
て
之
を
服
し
て
長
生
し
、
故
に
復
た
富
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貴
を
以
て
意
を
累
わ
さ
ず
、
堯
の
禪
を
受
け
ざ
る
な
り
と
言
う
。

許
由
が
天
下
を
辭
退
し
た
の
は
箕
山
に
入
っ
て
仙
藥
を
服
し
て
長
生
を
遂
げ
て
い
る
た
め
で
あ
る
、
と
葛
洪
は
箕
山
の
傳
説
を
述
べ
て
い

る
。
隱
逸
や
神
仙
と
山
林
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
小
尾
郊
一
が
『
楚
辭
』「
招
隱
士
」
を
始
め
と
す
る
招
隱
詩
を
分
析
し
、
詩
の
な
か
の

山
水
は
「
不
快
」
な
場
所
か
ら
次
第
に
「
樂
し
き
」
場
所
へ
と
變
貌
し
、
や
が
て
隱
逸
と
神
仙
と
の
境
界
線
が
曖
昧
に
な
り
、
招
隱
詩
は

遊
仙
詩
へ
と
變
形
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

。『
抱
朴
子
』
内
外
篇
に
お
い
て
、
葛
洪
が
「
山
林
」
と
い
う
空
閒
へ
の
言
及
や

（48）

傳
説
な
ど
を
利
用
し
て
、
隱
逸
者
と
修
道
者
と
い
う
二
つ
の
人
物
像
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
隱
逸
と
神
仙
と
の
境
界
線

が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
關
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
許
由
傳
説
の
引
用
は
、
神
仙
道
の
修
道
者
は
入

山
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
葛
洪
の
考
え
方
を
示
し
、
隱
逸
者
と
修
道
者
の
人
物
像
を
一
つ
に
重
ね
る
と
い
う
働
き
を
持
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
隱
逸
觀
を
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
解
釋
す
る
な
ら
ば
、
葛
洪
に
と
っ
て
、
政
治
參
加
や
教
育
・
教

化
は
も
ち
ろ
ん
、
山
林
に
お
い
て
神
仙
道
の
修
行
を
行
う
こ
と
も
隱
逸
者
の
行
う
べ
き
行
為
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

葛
洪
は
「
出
處
同
歸
論
」
を
展
開
し
、
隱
逸
者
の
教
育
・
教
化
な
ど
の
社
會
的
役
割
を
強
調
し
、
政
治
の
中
心
か
ら
離
れ
た
山
林
の
中

に
身
を
置
き
な
が
ら
、
政
治
參
加
の
權
利
と
權
力
者
の
支
援
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
煉
丹
や
修
行
に
適
し
た
環
境
を
確

保
し
た
後
、
「
朝
隱
」
の
道
を
選
ば
ず
、
山
林
に
入
っ
て
著
述
や
宗
教
活
動
に
專
念
し
て
い
た
。
葛
洪
の
言
説
と
行
動
か
ら
は
、
政
治
・

隱
逸
・
宗
教
（
神
仙
道
）
を
意
識
し
な
が
ら
、
隱
逸
者
を
媒
介
と
し
、
山
林
と
い
う
空
閒
を
據
點
と
し
、
一
定
の
社
會
・
政
治
的
影
響
力

を
持
つ
宗
教
者
の
あ
り
方
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
意
圖
が
窺
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
結
局
、
理
想
的
な
狀
況
を
作
る
こ
と
が
出

來
な
か
っ
た
。

な
お
、
都
築
晶
子
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
東
晉
後
半
以
降
の
江
南
社
會
で
は
周
縁
の
山
中
に
、
道
教
・
佛
教
・
隱
逸
の
空
閒
が
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出
現
し
」、
そ
こ
で
は
「
山
中
道
館
は
世
俗
社
會
か
ら
孤
立
し
た
修
道
や
思
想
的
な
營
み
の
た
め
の
聖
域
で
は
あ
っ
た
が
、
一
面
、
社
會

と
深
く
關
わ
っ
て
い
た
」

。
そ
の
よ
う
な
空
閒
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
た
代
表
的
な
人
物
は
、
南
朝
宋
の
陸
修
靜
と
齊
、
梁
時
代
の
陶

（49）

弘
景
で
あ
る
。
陶
弘
景
は
、
當
初
葛
洪
と
同
じ
よ
う
に
地
方
官
と
し
て
生
活
が
保
障
さ
れ
る
安
逸
な
隱
逸
生
活
を
計
畫
し
た
が
、
そ
れ
が

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
陶
弘
景
は
完
全
に
體
制
を
離
れ
、
積
極
的
に
政
治
參
加
し
よ
う
と
し
な
い
隱
逸
に
な
る
と
決
意
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
行
動
は
却
っ
て
朝
廷
に
重
ん
じ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
完
全
に
體
制
を
離
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
が
、
「
山
中
宰

相
」
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た

。
山
中
を
據
點
と
し
、
宗
教
活
動
を
行
い
な
が
ら
、
一
定
の
政
治
的
地
位
も
保
有
す
る
道
教
教
團
が
形
成

（50）

さ
れ
た
の
は
、
陶
弘
景
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
思
想
的
源
流
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、『
抱
朴
子
』
に
お
け
る
隱
逸
觀
に
は
、

「
出
處
同
歸
論
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
政
治
參
加
の
權
利
を
得
、
そ
し
て
、「
朝
隱
」
の
立
場
を
取
ら
ず
、
世
俗
、
政
治
及
び
權
力
者
か

ら
適
宜
距
離
を
保
ち
、
山
林
を
修
行
の
據
點
と
し
、
宗
教
活
動
を
行
お
う
と
す
る
發
想
が
す
で
に
窺
え
る
。

結
び
に
か
え
て

本
稿
は
、
政
治
と
宗
教
と
の
關
わ
り
に
着
目
し
、『
抱
朴
子
』
の
隱
逸
觀
の
特
徵
を
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
葛
洪
の
隱
逸
觀
に
「
出

處
同
歸
」
と
い
う
特
徵
が
あ
る
こ
と
は
從
來
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
嵇
康
と
皇
甫
謐
の
「
出
處
同
歸
論
」
と
の
比
較
を
通
し
て
、
葛
洪
の

論
は
隱
逸
者
の
「
出
處
同
歸
論
」
と
し
て
異
色
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
葛
洪
は
隱
逸
者
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
が
ち
な
逃
避

的
「
出
處
同
歸
論
」
で
は
な
く
、
積
極
的
に
政
治
參
加
の
姿
勢
を
示
す
「
出
處
同
歸
論
」
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
政
治
参
加
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的
な
「
出
處
同
歸
論
」
は
葛
洪
の
隱
逸
觀
の
一
特
徴
で
あ
る
が
、
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
議
論
を
打
ち
出
す
立
場
と
角
度
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
葛
洪
は
一
隠
逸
者
と
し
て
、
自
身
の
君
臣
觀
に
卽
し
つ
つ
、
隱
逸
者
批
判
の
根
據
と
さ
れ
る
北
山
詩
「
溥
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ
る

は
莫
く
、
率
土
の
濱
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
莫
し
」
を
利
用
し
、
隱
逸
者
の
政
治
參
加
と
い
う
役
割
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隱
逸
者

の
政
治
的
地
位
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。

そ
し
て
、
や
む
を
得
ず
朝
廷
に
引
き
留
め
ら
れ
る
朝
隱
に
對
し
、
葛
洪
は
そ
の
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
消
極
的
な
態

度
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
朝
隱
は
政
治
的
地
位
を
有
す
る
と
は
い
え
、
隱
逸
に
と
っ
て
重
要
な
空
閒
を
確
保
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
山
林
こ
そ
が
最
も
適
切
な
隱
逸
者
の
居
場
所
な
の
で
あ
る
。
山
林
に
居
る
こ
と
は
、
單
に
生
活
の
素
樸
さ
を
示
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
神
仙
道
の
修
行
者
に
と
っ
て
、
こ
の
上
な
い
理
想
的
な
場
所
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
葛
洪
は
隱
逸

者
と
修
行
者
を
描
寫
す
る
際
に
、
山
林
な
ど
の
表
現
を
用
い
、
隱
逸
者
と
修
行
者
と
の
二
つ
の
人
物
像
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

『
抱
朴
子
』
に
お
け
る
隱
逸
者
と
神
仙
道
の
修
行
者
の
あ
り
方
に
關
す
る
描
寫
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
山
林
は
兩
者
を
一
體
化
さ
せ

る
空
閒
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
的
な
隱
逸
者
は
、
政
治
參
加
は
も
ち
ろ
ん
、

神
仙
道
の
修
行
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
葛
洪
は
主
張
し
て
い
る
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
政
治
や
宗
教
と
密
接
に
關
連
し
て
い
る
隱

逸
觀
は
、
六
朝
時
代
の
道
教
教
團
誕
生
の
歷
史
上
の
前
提
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

注（
１
）
外
篇
の
引
用
は
楊
明
照
『
抱
朴
子
外
篇
校
箋
』(

中
華
書
局
、
一
九
九
一
年)
、
内
篇
は
王
明
『
抱
朴
子
内
篇
校
釋
』(

中
華
書
局
、
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一
九
八
〇
年)

を
底
本
と
し
た
。
な
お
解
釋
に
關
し
て
は
、
御
手
洗
勝
『
抱
朴
子
外
篇
簡
注
』
一
〜
四(

廣
島
大
學
文
學
部
中
國
哲

學
硏
究
室
、
一
九
六
五
〜
一
九
七
〇
年)

、
石
島
快
隆
譯
注
『
抱
朴
子
』(

岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年)

、
本
田
濟
譯
注
『
抱
朴
子

外
篇
』

一
、
二(

平
凡
社
、
一
九
九
〇
年)

、『
抱
朴
子
内
篇
』(

平
凡
社
、
一
九
九
〇
年)

、
張
松
輝
譯
注
『
抱
朴
子
内
篇
』(

中

華
書
局
、
二
〇
一
一
年)

、
張
松
輝
・

張
景
譯
注
『
抱
朴
子
外
篇
』
上
・
下(

中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年)

、
金
毅
『
抱
朴
子
内
外

篇
校
注
』
上
・
中
・
下
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）、
を
參
考
に
し
た
。

（
２
）『
抱
朴
子
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
丁
宏
武
「
『
抱
朴
子
外
篇
』
的
成
書
及
思
想
傾
向
」（
『
甘
肅
社
會
科
學
』
二
〇
〇
四
年
二

期
）
、
丁
宏
武
「
葛
洪
年
表
」（
『
宗
教
學
硏
究
』
二
〇
一
一
年
一
期
）
を
參
照
。
ま
た
、
胡
孚
琛
『
魏
晉
神
仙
道
教
―
抱
朴
子
内

篇
硏
究
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
七
〜
一
〇
九
頁
）、
武
鋒
『
葛
洪
『
抱
朴
子
外
篇
』
硏
究
』（
光
明
日
報
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年
、
六
四
〜
七
三
頁
）
も
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
３
）
葛
洪
の
隱
逸
觀
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
抱
朴
子
の
世
界
」
下
（
『
史
林
』
四
七
卷
六
號
、
一
九
六
四
年
、
四
二
〜
四
六
頁
）、

村
上
嘉
實
「
隱
逸
」（
『
史
林
』
三
九
卷
六
號
、
一
九
五
六
年
、
氏
『
六
朝
思
想
史
硏
究
』、
平
樂
寺
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
神
樂

岡
昌
俊
「
抱
朴
子
に
お
け
る
隱
逸
思
想
」（
『
東
方
宗
教
』
五
五
、
一
九
八
〇
年
、
氏
『
中
國
に
お
け
る
隱
逸
思
想
の
硏
究
』、
ぺ

り
か
ん
社
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
注
（
２
）
所
掲
胡
氏
書
は
内
篇
を
中
心
と
し
た
硏
究
で
あ
る
が
、
第
三
章
第

二
節
「
葛
洪
的
思
想
脈
絡
和
心
理
特
徵
」
で
は
、
葛
洪
が
「
隱
逸
的
社
會
理
論
」
を
發
展
さ
せ
た
こ
と
や
、
そ
の
思
想
に
「
知
識

分
子
歸
隱
山
林
同
鞏
固
封
建
官
僚
制
度
竝
不
矛
盾
」
、「
山
林
隱
逸
的
社
會
作
用
、
一
是
「
陶
冶
童
蒙
、
闡
弘
禮
教
」
、
二
是
「
著

書
立
説
、
垂
名
後
世
」」
と
い
っ
た
特
徵
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
王
明
「
論
葛
洪
」、
氏
『
道
家
和
道
教
思
想
硏
究
』、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
五
七
頁
。
葛
洪
の
出
處
觀
に
つ
い
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て
は
、
注
（
２
）
所
掲
胡
氏
書
や
、
劉
玲
娣
「
出
外
兩
難
―
論
葛
洪
隱
逸
思
想
的
特
點
」（『
湖
北
師
範
學
院
學
報
』
二
三
卷
三
期
、

二
〇
〇
三
年
）
な
ど
、
王
氏
の
「
捨
儒
從
道
」
と
い
う
説
を
踏
襲
す
る
硏
究
も
少
な
く
な
い
。
一
方
、
湯
一
介
が
『
魏
晉
南
北
朝

時
期
的
道
教
』（
陝
西
師
範
大
學
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
三
五
三
頁
）
で
「
（
葛
洪
）
竝
不
因
爲
「
修
道
」
而
要
求
「
出
家
」」

と
述
べ
、
葛
洪
に
と
っ
て
儒
道
が
矛
盾
し
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
５
）
楠
山
春
樹
「
葛
洪
評
傳
」、
氏
『
道
家
思
想
と
道
教
』、
平
河
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
二
二
三
〜
二
三
一
頁
。

（
６
）
抱
朴
子
曰
、
客
嘲
余
云
…
…
今
先
生
高
尚
勿
用
、
身
不
服
事
、
而
著
君
道
、
臣
節
之
書
…
…
蒙
竊
惑
焉
。
抱
朴
子
曰
、
君
臣
之
大
、

次
於
天
地
、
思
樂
有
道
、
出
處
一
情
、
隱
顯
任
時
、
言
亦
何
繫
。
大
人
君
子
、
與
事
變
通
。
老
子
無
爲
者
也
、
鬼
谷
終
隱
者
也
、

而
著
其
書
、
咸
論
世
務
。
何
必
身
居
其
位
、
然
後
乃
言
其
事
乎
。
…
…
余
才
短
德
薄
、
幹
不
適
治
、
出
處
同
歸
、
行
止
一
致
。
豈

必
達
官
乃
可
議
政
事
、
居
否
則
不
可
論
治
亂
乎
。

（
７
）
注
（
３
）
所
掲
吉
川
氏
論
文
、
四
六
頁
。
ま
た
、
丁
成
際
・
武
鋒
「
葛
洪
隱
逸
思
想
述
論
」（
『
江
淮
論
壇
』
二
〇
〇
九
年
二
期
、

注
（
２
）
所
掲
武
氏
書
（
一
八
九
〜
一
九
三
頁
）
は
、
皇
甫
謐
や
孫
綽
ら
の
出
處
同
歸
論
を
概
觀
し
た
上
で
、「
葛
洪
的
隱
逸
思

想
也
契
合
了
魏
晉
時
期
出
世
與
入
世
相
互
融
合
的
思
潮
」
と
述
べ
る
。
張
駿
翬
「
葛
洪
隱
逸
思
想
試
論
」（『
上
饒
師
範
學
院
學
報
』

二
〇
一
四
年
二
期
、
一
一
頁
）
は
、「
隱
逸
文
化
到
葛
洪
處
、
表
現
出
了
由
全
身
避
禍
向
仕
隱
殊
途
同
歸
的
發
展
趨
勢
」
と
指
摘

し
て
い
る
が
、「
仕
隱
殊
途
同
歸
」
と
い
う
考
え
は
葛
洪
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
呉
祥
軍
「
『
抱
朴
子
外
篇
』
思
想
硏
究
」（
南

京
大
學
博
士
學
位
論
文
、
二
〇
一
四
年
、
八
九
頁
）
は
「
『
抱
朴
子
外
篇
』
中
用
「
出
處
同
歸
」
解
決
了
隱
逸
與
政
權
的
對
立
關

係
」
と
述
べ
、「
出
處
同
歸
論
」
を
葛
洪
の
隱
逸
觀
の
一
つ
の
特
徵
と
す
る
が
、
葛
洪
の
「
出
處
同
歸
論
」
の
特
徵
を
明
ら
か
に

す
る
に
は
、
逸
民
篇
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
思
想
家
の
「
出
處
同
歸
論
」
を
考
察
し
、
比
較
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
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れ
る
。

（
８
）
大
淵
忍
爾
「
抱
朴
子
の
硏
究
」、
氏
『
初
期
の
道
教
』、
創
文
社
、
一
九
九
一
年
。
吉
川
忠
夫
「
抱
朴
子
の
世
界
」
上
、
『
史
林
』

四
七
卷
五
號
、
一
九
六
四
年
。
ま
た
注
（
２
）
所
掲
『
抱
朴
子
』
の
成
立
年
代
に
關
す
る
資
料
を
參
照
。

（
９
）
前
注
所
掲
吉
川
氏
論
文
、
三
九
頁
。

（

）
注
（
８
）
所
掲
大
淵
氏
書
、
四
九
九
頁
。

10
（

）
葛
洪
の
先
祖
は
葛
浦
廬
で
は
な
く
、
弟
の
葛
文
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
前
掲
武
氏
書
（
一
九
〜
二
六
頁
）
は
そ
れ
に
つ
い

11

て
精
細
に
考
證
し
、
葛
浦
廬
を
葛
洪
の
直
系
の
祖
と
す
る
。
氏
が
「
葛
洪
陳
述
自
家
身
世
、
均
是
以
葛
浦
廬
爲
主
角
」
、
葛
浦
廬

が
句
容
に
移
住
し
た
こ
と
は
つ
ま
り
「
葛
洪
自
稱
「
丹
陽
句
容
人
」
的
來
歷
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
自
敍
の

記
述
に
基
づ
け
ば
、
葛
洪
は
自
身
を
葛
浦
廬
の
系
統
に
列
ね
て
い
る
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

（

）
内
藤
湖
南
『
支
那
上
古
史
』、
弘
文
堂
、
一
九
四
四
年
、
三
三
七
頁
。

12
（

）
吉
川
忠
夫
「
歷
史
の
な
か
の
伯
夷
叔
齊
」
、『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
三
二
、
二
〇
一
五
年
、
八
〜
九
頁
、
氏
『
六
朝
隋
唐
文
史
哲

13

論
集
Ⅰ
』、
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
。

（

）
注
（
８
）
所
掲
吉
川
氏
論
文
、
三
八
頁
。

14
（

）
楚
狂
接
輿
歌
而
過
孔
子
曰
、
鳳
兮
、
鳳
兮
、
何
德
之
衰
。
往
者
不
可
諫
、
來
者
猶
可
追
。
已
而
、
已
而
。
今
之
從
政
者
殆
而
。
孔

15

子
下
、
欲
與
之
言
。
趨
而
辟
之
、
不
得
與
之
言
。

（

）
皇
甫
謐
『
高
士
傳
』「
陸
通
、
字
接
輿
、
楚
人
也
。
好
養
性
、
躬
耕
以
爲
食
。
…
…
孔
子
適
楚
、
楚
狂
接
輿
遊
其
門
、
曰
、
鳳
兮
、

16

鳳
兮
…
…
孔
子
下
車
、
欲
與
之
言
。
趨
而
避
之
、
不
得
與
之
言
。
楚
王
聞
陸
通
賢
、
遣
使
者
持
金
百
鎰
、
車
馬
二
駟
、
往
聘
通
、
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曰
、
王
請
先
生
治
江
南
。
通
笑
而
不
應
。
」『
太
平
御
覽
』
卷
五
〇
九
に
引
く
嵇
康
『
高
士
傳
』「
狂
接
輿
、
楚
人
也
。
耕
而
食
。

楚
王
聞
其
賢
、
使
使
者
持
金
百
鎰
聘
之
、
曰
、
愿
先
生
治
江
南
。
接
輿
笑
而
不
應
。」

（

）
例
え
ば
、
外
篇
嘉
遯
篇
「
有
懷
冰
先
生
者
、
薄
周
流
之
棲
遑
、
悲
吐
握
之
良
苦
。
讓
膏
壤
於
陸
海
、
爰
躬
耕
乎
斥
鹵
。
」
内
篇
金

17

丹
篇
「
俗
人
莫
不
怪
予
之
委
桑
梓
、
背
淸
塗
、
而
躬
耕
林
藪
、
手
足
胼
胝
、
謂
予
有
狂
惑
之
疾
也
。」
な
ど
が
あ
る
。

（

）
前
掲
武
氏
書
（
二
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
後
漢
光
武
帝
時
代
、
驃
騎
將
軍
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
ま
た
諸
々
の

18

年
表
で
も
、
驃
騎
將
軍
葛
浦
廬
の
名
が
錄
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。

（

）
許
由
は
『
太
平
御
覽
』
卷
八
二
所
引
『
莊
子
』
佚
文
に
「
堯
以
天
下
讓
許
由
、
許
由
不
受
、
退
而
耕
於
潁
水
之
陽
、
終
身
不
見
」

19

と
あ
り
、『
呂
氏
春
秋
』
愼
行
論
に
「
（
許
由
）
遂
之
箕
山
之
下
、
潁
水
之
陽
、
耕
而
食
、
終
身
無
經
天
下
之
色
。
」
と
い
う
箕
山

潁
水
を
同
時
に
擧
げ
る
も
の
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、「
堯
舜
在
上
、
而
箕
潁
有
巢
棲
之
客
」
句
は
『
漢
書
』
王
貢
兩
龔
鮑
傳
「
堯

舜
在
上
、
下
有
巢
由
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
許
由
だ
け
で
は
な
く
、「
巢
父
・
許
由
」
が
意
識
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（

）
柏
成
子
高
は
『
莊
子
』
天
地
に
「
堯
治
天
下
、
伯
成
子
高
立
爲
諸
侯
。
堯
授
舜
、
舜
授
禹
、
伯
成
子
高
辭
爲
諸
侯
而
耕
。
」
と
あ

20

る
。

（

）『
左
傳
』
襄
公
十
四
年
傳
「
子
諸
樊
既
除
喪
、
將
立
季
札
、
季
札
辭
曰
、
曹
宣
公
之
卒
也
、
諸
侯
與
曹
人
不
義
曹
君
、
將
立
子
臧
、

21

子
臧
去
之
、
遂
弗
爲
也
、
以
成
曹
君
、
君
子
曰
、
能
守
節
、
君
義
嗣
也
、
誰
敢
奸
君
、
有
國
非
吾
節
也
、
札
雖
不
才
、
願
附
於
子

臧
、
以
無
失
節
、
固
立
之
、
棄
其
室
而
耕
、
乃
舍
之
。」『
左
傳
』
昭
公
二
十
七
年
傳
「
使
延
州
來
季
子
聘
于
上
國
」
杜
預
注
「
季

子
本
封
延
陵
、
後
復
封
州
來
、
故
曰
延
州
來
。」
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（

）「
聖
人
許
焉
」
に
つ
い
て
、
楊
明
照
『
抱
朴
子
外
篇
校
箋
』
に
注
は
な
い
。
金
毅
『
抱
朴
子
内
外
篇
校
注
』
中
（
八
一
四
頁
）
は

22

「
聖
人
卽
子
臧
、
子
臧
未
曾
許
季
子
、
此
處
爲
葛
洪
之
誤
」
と
い
う
。
し
か
し
『
公
羊
傳
』
襄
公
二
十
九
年
傳
に
「
季
子
不
受
…

…
去
之
延
陵
、
終
身
不
入
呉
國
。
故
君
子
以
其
不
受
爲
義
、
以
其
不
殺
爲
仁
。
賢
季
子
則
呉
何
以
有
君
、
有
大
夫
。
以
季
子
爲
臣
、

則
宜
有
君
者
也
。
札
者
何
。
呉
季
子
之
名
也
。
春
秋
賢
者
不
名
、
此
何
以
名
。
許
夷
狄
者
不
壹
而
足
也
。」
と
あ
り
、
孔
子
が
春

秋
の
筆
法
で
季
子
を
「
許
」
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

（

）
嵇
康
に
關
す
る
硏
究
は
、
玄
學
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、「
絶
交
書
」
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
に
は
、
大
上
正
美
「
嵇

23

康
論
（
一
）
―
絶
交
書
二
首
に
見
え
る
表
現
の
位
相
」（
『
中
國
文
化
』（
漢
文
學
會
會
報
四
七
）、
一
九
八
九
年
、
氏
『
阮
籍
・
嵇

康
の
文
學
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
渡
邉
義
浩
「
嵇
康
の
革
命
否
定
と
權
力
」（
『
早
稻
田
大
學
大
學
院
文
學
硏
究
科
紀
要
第

一
分
册
』
六
〇
、
氏
『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
文
學
と
儒
教
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（

）
前
注
所
掲
渡
邉
氏
論
文
、
五
九
頁
。

24
（

）
許
尤
娜
『
魏
晉
隱
逸
思
想
及
其
美
學
涵
義
』、
文
津
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
八
頁
。

25
（

）
佐
竹
保
子
「
皇
甫
謐
の
「
釋
勸
論
」
に
つ
い
て
」、『
未
名
』
一
二
、
一
九
九
四
年
、
氏
『
西
晉
文
學
論
―
玄
學
の
影
と
形
似
の
曙
』、

26

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。
な
お
、
橫
山
き
の
み
「
皇
甫
謐
の
著
作
に
見
え
る
世
界
觀
―
『
高
士
傳
』『
帝
王
世
紀
』
の
意
義
―
」

（
『
六
朝
學
術
學
會
報
』
一
四
、
二
〇
一
三
年
、
二
五
頁
）
は
、「
（
皇
甫
謐
の
）
隱
逸
は
單
獨
だ
け
で
は
成
立
し
え
な
い
、
明
哲

な
王
の
存
在
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
隱
士
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（

）
前
注
所
掲
佐
竹
氏
論
文
の
ほ
か
に
、
胡
秋
銀
「
西
晉
士
人
隱
逸
觀
」（
『
臨
沂
師
範
學
院
學
報
』
二
四
卷
一
期
、
二
〇
〇
二
年
）
も

27

皇
甫
謐
の
出
處
觀
を
考
察
し
て
い
る
。
胡
氏
は
、
皇
甫
謐
と
葛
洪
の
「
出
處
同
歸
論
」
を
同
時
に
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
兩
者
の
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關
係
と
相
違
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

（

）
葛
洪
の
君
主
觀
に
つ
い
て
は
、
村
上
嘉
實
「
葛
洪
の
世
界
觀
」
（
『
文
化
史
學
』
第
一
一
號
、
一
九
五
六
年
）、
注
（
８
）
所
掲
吉

28

川
氏
論
文
を
參
照
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
、
君
道
篇
と
臣
節
篇
の
ほ
か
に
、
外
篇
詰
鮑
篇
に
も
葛
洪
の
君
主
觀
が
窺
え
る
。
詰
鮑
篇

で
は
、
葛
洪
は
同
時
代
の
人
物
と
さ
れ
る
鮑
敬
言
の
無
君
論
を
引
用
し
つ
つ
、
激
し
く
反
論
し
て
い
る
。
詰
鮑
篇
を
取
り
上
げ
る

硏
究
に
は
、
内
山
俊
彦
「
鮑
敬
言
―
無
君
論
の
異
端
性
」（
『
中
國
の
文
化
と
社
會
』
一
二
、
一
九
六
五
年
）、
下
見
隆
雄
「
鮑
敬

言
の
思
想
」（
『
哲
學
』
二
一
、
一
九
七
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（

）
北
山
詩
と
隱
逸
批
判
に
つ
い
て
は
、
池
田
恭
哉
「
「
溥
天
之
下
、
莫
非
王
土
」
攷
―
隱
逸
と
節
義
―
」（
『
中
國
思
想
史
硏
究
』
三

29

四
、
二
〇
一
三
年
、
氏
『
南
北
朝
時
代
の
士
大
夫
と
社
會
』、
硏
文
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
注
（

）
13

所
掲
吉
川
氏
論
文
は
伯
夷
叔
齊
の
事
跡
の
考
察
の
一
環
と
し
て
北
山
詩
と
隱
逸
批
判
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（

）
前
掲
池
田
氏
書
（
二
八
九
頁
）。

30
（

）『
韓
詩
外
傳
』
や
魏
の
麋
元
「
弔
夷
齊
」
に
お
け
る
隱
逸
批
判
に
つ
い
て
も
、
前
掲
池
田
氏
書
（
二
八
七
〜
二
九
〇
頁
）、
注
（

）

31

13

所
掲
吉
川
氏
論
文
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（

）
池
田
恭
哉
「
北
朝
に
お
け
る
隱
逸
」、
原
題
「
北
朝
と
隱
逸
」
、『
日
本
中
國
學
會

第
一
回
若
手
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集

中
國

32

學
の
新
局
面
』、
二
〇
一
二
年
、
氏
前
掲
書
、
一
五
一
頁
。

（

）
神
塚
淑
子
「
沈
約
の
隱
逸
思
想
」『
日
本
中
國
學
會
報
』
三
一
、
一
九
七
九
年
。

33
（

）『
公
羊
傳
』
隱
公
元
年
傳
に
「
王
者
無
外
、
言
奔
則
有
外
之
辭
也
。」
と
あ
る
。
同
じ
く
桓
公
八
年
傳
、
僖
公
二
十
四
年
傳
な
ど
に

34

も
「
王
者
無
外
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。『
穀
梁
傳
』
桓
公
八
年
傳
に
「
天
子
無
外
」
と
あ
る
。
ま
た
、
蔡
邕
『
獨
斷
』
に
「
天
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子
無
外
、
以
天
下
爲
家
、
故
稱
天
家
。」
と
あ
る
。

（

）『
禮
記
』
禮
運
「
今
大
道
既
隱
、
天
下
爲
家
」、
中
庸
「
天
之
所
覆
、
地
之
所
載
、
日
月
所
照
、
霜
露
所
隊
」
と
あ
る
。

35
（

）
容
肇
祖
が
「
讀
『
抱
朴
子
』
」（
『
北
京
大
學
硏
究
所
國
學
門
週
刊
』
二
二
、
二
三
、
一
九
二
六
年
、
氏
『
魏
晉
的
自
然
主
義
』、
東

36

方
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
四
頁
）
で
、「
魏
晉
淸
談
家
之
思
想
、
有
進
而
無
政
府
之
論
者
、
葛
洪
爲
保
守
派
、
極
力
反
對
。

其
説
爲
極
端
尊
君
之
見
解
、
以
爲
「
普
天
率
土
莫
非
臣
民
」。」
と
言
う
。

（

）
管
寧
（
「
魏
文
帝
徵
管
幼
安
、
不
至
、
又
就
拜
光
祿
勳
、
竟
不
到
、
乃
詔
所
在
常
以
八
月
致
羊
一
口
、
酒
二
斛
」
）、
樊
英
（
「
順
帝

37

以
玄
纁
玉
帛
聘
樊
季
高
、
不
到
、
乃
詔
所
在
常
以
八
月
致
羊
一
口
、
酒
二
斛
、
又
賜
几
杖
、
待
以
師
傅
之
禮
」）
な
ど
が
あ
る
。

（

）
吉
川
忠
夫
『
六
朝
精
神
史
硏
究
』
序
章
「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
生
活
」「
二
、
六
朝
的
精
神
の
諸
相
・

、
隱
逸
の
思
想
」、
同
朋

38

2

舎
、
一
九
八
四
年
、
二
五
〜
二
六
頁
。

（

）
小
林
昇
「
朝
隱
の
説
に
つ
い
て
―
隱
逸
思
想
の
一
問
題
―
」
、『
早
稻
田
大
學
大
學
院
文
學
硏
究
科
紀
要
』
七
、
氏
『
中
國
・
日
本

39

に
お
け
る
歴
史
觀
と
隱
逸
思
想
』、
二
六
三
頁
。
な
お
、
前
掲
胡
秋
銀
論
文
も
葛
洪
は
「
似
較
肯
定
朝
隱
」
と
述
べ
て
い
る
。

（

）
前
掲
小
林
氏
書
、
二
六
四
頁
。

40
（

）
同
前
注
。

41
（

）
同
じ
釋
滯
篇
に
「
…
…
欲
少
留
則
且
止
而
佐
時
、
欲
昇
騰
則
凌
霄
而
輕
擧
者
、
上
士
也
。
自
持
才
力
、
不
能
竝
成
、
則
棄
置
人
閒
、

42

專
修
道
德
者
、
亦
其
次
也
。」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
吉
川
氏
は
「
治
身
と
治
世
、
な
い
し
神
仙
と
世
俗
、
の
二
者
擇

一
に
せ
ま
ら
れ
た
と
き
に
は
、
い
さ
ぎ
よ
く
後
者
を
す
て
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（
「
抱
朴
子
の
世
界
」
下
、

五
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、「
朝
隱
」
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
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（

）
小
林
昇
前
掲
書
、
二
六
四
頁
。

43
（

）
人
道
多
端
、
求
仙
至
難
、
非
有
廢
也
、
則
事
不
兼
濟
。
藝
文
之
業
、
憂
樂
之
務
、
君
臣
之
道
、
胡
可
替
乎
。

44
（

）
注
（
２
）
所
掲
胡
氏
書
、
一
四
九
頁
。
小
尾
郊
一
『
中
國
文
學
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
觀
―
中
世
文
學
を
中
心
と
し
て
』（
岩

45

波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
二
八
〇
〜
二
八
一
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（

）
夫
玄
道
者
…
…
此
得
之
者
也
。
其
次
則
眞
知
足
。
知
足
者
則
能
肥
遁
勿
用
、
頤
光
山
林
。
紆
鸞
龍
之
翼
於
細
介
之
伍
、
養
浩
然
之

46

氣
於
蓬
蓽
之
中
。
繿
縷
帶
索
、
不
以
貿
龍
章
之
暐
曄
也
。
負
步
杖
筴
、
不
以
易
結
駟
之
駱
驛
也
。
藏
夜
光
於
嵩
岫
、
不
受
他
山
之

攻
。
沈
鱗
甲
於
玄
淵
、
以
違
鑽
灼
之
災
。

（

）
注
（
３
）
所
掲
吉
川
氏
論
文
、
五
一
頁
。

47
（

）
小
尾
郊
一
「
招
隱
詩
に
就
い
て
」、『
東
方
學
』
九
、
一
九
五
四
年
、
氏
前
掲
書
、
一
四
六
〜
一
六
五
頁
。

48
（

）
都
築
晶
子
「
六
朝
時
代
の
江
南
社
會
と
道
教
」
、『
魏
晉
南
北
朝
隋
唐
時
代
史
の
基
本
問
題
』、
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
、
四
五

49

一
、
四
五
三
頁
。

（

）
陶
弘
景
の
隱
逸
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦
夫
「
華
陽
隱
居
へ
の
道
」（
『
中
國
思
想
に
お
け
る
身
體
・
自
然
・
信
仰
―
坂
出
祥
伸
先
生

50

退
休
記
念
論
集
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
を
參
照
。




